
啓　発　活　動

第1四半期

（4月~6月）

第2四半期

（7月~9月）

第3四半期

（10月~12月）

第4四半期

（1月~3月）

【毎年開催】 【毎年開催】

◆不正防止計画等の説明（オンデマンド） ◆研究費使用ルールの説明（該当者）

【毎年開催】

◆コンプライアンス研修（eAPRIN）

【毎年実施】 【2~3年に1回】

◆コンプライアンス強化月間 ◆研究費に関する意識調査 ◆意識調査結果のフィードバック

・学生向け･教職員向けのポスター等掲示 　目的：不正防止に対する意識を把握

・相談窓口･告発制度の周知強化 　＜不正防止計画推進室作成＞

◆学長諮問会議協議事項 ◆学長諮問会議協議事項 ◆学長諮問会議協議事項 ◆学長諮問会議協議事項

・当該年度の競争的研究費等の採択状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況
・次年度の不正防止計画、コンプライアン

ス教育･啓発活動年間実施計画

・前年度内部監査結果報告 ・当該年度内部監査計画 ・監事監査、内部監査中間報告 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況

・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・意識調査の実施案審議【2~3年に1回】 ・意識調査分析結果【2~3年に1回】

随時：他機関で発生した不正事例を踏まえた意見交換等

◆副学長･学長補佐懇談会協議事項 ◆副学長･学長補佐懇談会協議事項 ◆副学長･学長補佐懇談会協議事項 ◆副学長･学長補佐懇談会協議事項

・当該年度の競争的研究費等の採択状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況
・次年度の不正防止計画、コンプライアン

ス教育･啓発活動年間実施計画

・前年度内部監査結果報告 ・当該年度内部監査計画 ・監事監査、内部監査中間報告 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況

・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・意識調査の実施案審議【2~3年に1回】 ・意識調査分析結果【2~3年に1回】

◆両学部教授会報告事項 ◆両学部教授会報告事項 ◆両学部教授会報告事項 ◆両学部教授会報告事項

・当該年度の競争的研究費等の採択状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況
・次年度の不正防止計画、コンプライアン

ス教育･啓発活動年間実施計画

・前年度内部監査結果報告 ・当該年度内部監査計画 ・監事監査、内部監査中間報告 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況

・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・意識調査の実施案審議【2~3年に1回】 ・意識調査分析結果【2~3年に1回】

【議事録への記載及び認識の共有】

◆大学課長会 ◆大学課長会 ◆大学課長会 ◆大学課長会

・当該年度の競争的研究費等の採択状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況
・次年度の不正防止計画、コンプライアン

ス教育･啓発活動年間実施計画

・前年度内部監査結果報告 ・当該年度内部監査計画 ・監事監査、内部監査中間報告 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況

・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・意識調査の実施案審議【2~3年に1回】 ・意識調査分析結果【2~3年に1回】

◆各部署毎の大学課長会報告 ◆各部署毎の大学課長会報告 ◆各部署毎の大学課長会報告 ◆各部署毎の大学課長会報告

・当該年度の競争的研究費等の採択状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況
・次年度の不正防止計画、コンプライアン

ス教育･啓発活動年間実施計画

・前年度内部監査結果報告 ・当該年度内部監査計画 ・監事監査、内部監査中間報告 ・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況

・コンプライアンス教育･啓発活動実施状況 ・意識調査の実施案審議【2~3年に1回】 ・意識調査分析結果【2~3年に1回】

【少なくとも四半期に1回は不正防止に関する議題を扱う】

【少なくとも四半期に1回は不正防止に関する議題を扱う】

・リーフレットの配布や学生向けポータルサイトへの掲示等により実施

【随時実施】

【少なくとも四半期に1回は不正防止に関する議題を扱う】

【少なくとも四半期に1回は不正防止に関する議題を扱う】

・教授会における学長諮問会議報告の際、「不正防止」について学長に触れてもらい議事録に記載することとする。

　また、学長から各教授に対して、「不正防止」について各教室員に情報を共有してもらう旨を依頼いただき、これについても議事録に記載することとする。

研究費から謝金、旅費等の支給を受ける

学生等向け
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大学課長会

＜各事務組織の管理者＞

（部課長・事務長等）
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各部署毎の大学課長会報告

＜事務職員・事務補助職員＞

副学長･学長補佐懇談会構成員

＜各組織の管理者＞

両学部教授会構成員

＜研究者・研究補助者＞

（研究費の管理・運営に関わる

学生アルバイト等を含む）

獨協医科大学におけるコンプライアンス教育・啓発活動の実施計画

　※翌年度の公的研究費採択者を対象に

　　3月から開始

【少なくとも四半期に1回は不正防止に関する議題を扱う】

対　象　者

公的研究費の管理・監査に関わる

全教職員及び学生

コンプライアンス教育

学長諮問会議構成員

及びオブザーバー

＜幹部教職員＞


